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令和３年１２月１日 

 No.158

⑺ 
 

十
一
月
十
一
日
（
木
）
「
税
を
考
え
る

週
間
」
の
一
環
と
し
て
練
馬
西
税
務
署 

市
川
康
樹
署
長
に
よ
る
講
演
を
勤
労
福

祉
会
館
に
て
開
催
致
し
ま
し
た
。 

始
め
に
主
催
者
を
代
表
し
て
梶
野
会

長
よ
り
ご
挨
拶
を
頂
き
、
第
一
部
の
署

長
講
演
へ
と
入
り
ま
し
た
。 

市
川
署
長
は
、
滋
賀
県
の
ご
出
身
で
、

自
己
紹
介
と
社
会
状
況
の
変
遷
を
交
え 

な
が
ら
「
石
田
梅
岩
の
心
学
に
つ
い
て
」 

と
題
し
て
ご
講
演
を
頂
き
ま
し
た
。 

石
田
梅
岩
は
、
一
六
〇
〇
年
代
後
半
、 

京
都
丹
波
国
の
農
村
に
生
ま
れ
、
京
都

に
生
き
た
商
人
で
あ
り
、「
道
徳
と
経
済

の
両
立
」
を
説
い
た
「
石
門
（
せ
き
も
ん
） 

心
学
」
の
創
始
者
で
、
全
国
一
七
〇
カ
所

に
、
男
女
も
問
わ
ず
、
子
供
か
ら
大
人
ま

で
自
由
に
学
べ
る
無
料
の
学
び
舎
を
開

設
し
、
難
し
い
内
容
も
自
分
の
言
葉
で

分
か
り
や
す
く
教
え
多
く 

の
門
弟
等
を
育
て
ま
し
た
。 

 

ま
た
、
商
人
が
賤
し
い 

と
さ
れ
た
時
代
に
「
存
在
価
値
」
を
高

め
、
松
下
幸
之
助
、
渋
沢
栄
一
な
ど
、
現

代
の
経
営
者
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え

た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
倹
約
を
礎
に

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
や
社
会
貢
献
で
生
き
た

お
金
の
使
い
道
を
示
す
な
ど
、
梅
岩
の

思
想
と
行
動
力
よ
り
、
人
と
し
て
大
切

な
生
き
方
の
一
端
を
学
ば
せ
て
頂
き
ま

し
た
。 

第
二
部
は
、
個
人
課
税
第
一
部
門 

阿
南
上
席
国
税
調
査
官
よ
り
令
和
三
年

の
税
制
改
正
の
中
か
ら
「
住
宅
ロ
ー
ン

控
除
の
特
例
の
延
長
等
」「
電
子
帳
簿
等

保
存
の
見
直
し
」
等
、
皆
様
に
身
近
な
内

容
に
つ
い
て
お
話
頂
き
ま
し
た
。 

 
公
務
ご
多
忙
の
な
か
ご
講
演
を
頂
き

ま
し
た
市
川
署
長
、
阿
南
上
席
は
じ
め
、

ご
参
加
頂
き
ま
し
た
皆
様
に
深
く
感
謝

申
し
上
げ
ま
す
。 

（
事
務
局 

高
田
） 

 

 

十
一
月
十
二
日
（
金
）
練
馬
西
税
務
署
に
於

い
て
、
令
和
三
年
度
東
京
国
税
局
長
表
彰
受

賞
式
が
執
り
行
わ
れ
、
当
会
藤
﨑
副
会
長
が

東
京
国
税
局
長
表
彰
を
受
賞
さ
れ
ま
し
た
。

誠
に
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

十
一
月
十
二
日
（
金
）
練
馬
西
税
務
署
に
於

い
て
、
令
和
三
年
度
納
税
表
彰
式
が
執
り
行

わ
れ
ま
し
た
。
当
会
か
ら
、
練
馬
西
税
務
署
長

表
彰
状
受
賞
者
一
名
、
感
謝
状
受
賞
者
四
名
、

計
五
名
の
方
が
表
彰
さ
れ
、
当
会
は
租
税
教

育
推
進
等
感
謝
状
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

前
列
左
か
ら
市
川
署
長
、
高
橋
支
部
長
、
藤

﨑
副
会
長
、
髙
橋
事
務
局
長
補
佐
、
梶
野

会
長
、
後
列
左
か
ら
吉
見
副
署
長
、
植
村
副

支
部
長
、
中
野
第
一
統
括
官
、
阿
南
上
席 

 

令
和
三
年
度
税
務
功
労
者
練
馬
都
税
事
務
所
長
感
謝
状
が
、
当
会
山
田
明
美
支

部
長
に
贈
呈
さ
れ
ま
し
た
。
誠
に
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

練
馬
西
税
務
署
長
表
彰
状 

 

理 
 

事 

森 

下 
 

信 

乃 

殿 

練
馬
西
税
務
署
長
感
謝
状 

 
 

支 

部 

長 

高 

橋 
 

房 

子 

殿 

副
支
部
長 

植 

村 
 

光 

雄 

殿 

 
 

副
支
部
長 

佐
々
木 

美
代
子
殿 

 
 

 

髙 

橋 
 

敏 

子 

殿 
 

 
 

受
賞
者
の
皆
さ
ま
誠
に
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

市
川
署
長 

署長講演の風景 

阿南上席による税務講習会 

 

十
一
月
九
日
（
火
）
ホ
テ
ル
カ
デ
ン
ツ
ァ
東
京
に
於
い
て
、
令
和
三
年
度
練
馬
区

民
表
彰
式
が
執
り
行
わ
れ
、
当
会
山
田
國
雄
副
会
長
が
、
税
務
功
労
表
彰
を
受
賞

さ
れ
ま
し
た
。
誠
に
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

 

 

 

い
し
だ 

ば
い
が
ん 

な
が
ら
「
石
田
梅
岩
の
心
学
に
つ
い
て
」 
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確

定

申

告

等

の

注

意

点 

★
「
確
定
申
告
の
お
知
ら
せ
」
の
送
付 

 

今
年
度
も
申
告
書
、
決
算
書
は
税

務
署
か
ら
送
付
さ
れ
ま
せ
ん
。
代
わ

り
に
「
確
定
申
告
の
お
知
ら
せ
」
が
令

和
四
年
一
月
中
頃
に
送
付
さ
れ
ま
す

の
で
決
算
時
に
は
必
ず
ご
持
参
し
て

頂
く
よ
う
お
願
い
致
し
ま
す
。 

★
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
記
入 

確
定
申
告
書
に
は
、
申
告
者
本
人
、

配
偶
者
控
除
又
は
配
偶
者
特
別
控
除

の
対
象
と
な
る
配
偶
者
、
控
除
対
象

扶
養
親
族
、
十
六
歳
未
満
の
扶
養
親

族
、
事
業
専
従
者
と
な
る
方
の
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
を
、
平
成
二
十
八
年
分
以

降
か
ら
記
入
す
る
こ
と
と
な
り
ま 

し
た
。 

な
お
、
確
定
申
告
書
を
提
出
す
る

事
業
主
は
次
の
書
類
を
ご
持
参
く
だ

さ
る
よ
う
お
願
い
致
し
ま
す
。 

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
通
知
カ
ー
ド
又
は 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド 

・
免
許
証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
、
健
康
保 

険
証
等
の
身
分
証
明
書(

コ
ピ
ー)

 

★
満
期
保
険
金
が
あ
る
場
合 

 

生
命
保
険
金
や
損
害
保
険
金
が
満

期
と
な
っ
た
場
合
は
、
受
け
取
っ
た

満
期
保
険
金
、
今
ま
で
に
支
払
っ
た

掛
金
又
は
保
険
料
を
記
載
し
た
書
類

を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。
書
類
が
手
元

に
な
い
場
合
は
そ
の
書
類
を
満
期
に

な
っ
た
保
険
会
社
か
ら
取
り
寄
せ
る

か
、
そ
の
金
額
を
調
べ
る
よ
う
お
願

い
致
し
ま
す
。 

★
公
的
年
金
等 

 

日
本
年
金
機
構
等
か
ら
の
公
的
年

金
等
の
源
泉
徴
収
票
は
毎
年
一
月
の

中
頃
に
送
付
さ
れ
ま
す
の
で
、
そ
の

源
泉
徴
収
票
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。 

★
社
会
保
険
料
控
除
等 

 

次
の
控
除
を
受
け
る
場
合
に
は
こ

れ
ら
の
支
払
い
を
し
た
旨
を
証
す
る

控
除
証
明
書
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。 

・
国
民
年
金
保
険
料
等
（
国
民
年
金

法
の
規
定
に
よ
り
被
保
険
者
と
し
て

負
担
す
る
国
民
年
金
の
保
険
料
及
び

国
民
年
金
基
金
の
加
入
者
と
し
て
負

担
す
る
掛
金
）
の
控
除 

・
小
規
模
企
業
共
済
等
掛
金
控
除 

・
生
命
保
険
料
控
除
（
新
生
命
保
険 

料
、
旧
生
命
保
険
料
、
新
個
人
年 

金
保
険
料
、
旧
個
人
年
金
保
険
料
、 

介
護
医
療
保
険
料
） 

・
地
震
保
険
料
控
除 

な
お
、
国
民
健
康
保
険
料
は
従
来

通
り
令
和
三
年
分
の
支
払
額
を
正
確

に
計
算
し
て
あ
れ
ば
、
そ
の
支
払
い
を

し
た
旨
の
書
類
を
添
付
す
る
必
要
は
あ

り
ま
せ
ん
。 

★
医
療
費
控
除
の
適
用
を
受
け
る
方 

令
和
二
年
分
の
確
定
申
告
か
ら
、

医
療
費
控
除
を
受
け
る
方
は
、
必
ず

医
療
費
控
除
の
明
細
書
【
内
訳
書
】

を
記
入
し
て
添
付
す
る
必
要
が
あ

り
、
令
和
元
年
以
前
の
よ
う
に
医
療

費
の
領
収
書
を
ま
と
め
て
提
出
ま
た

は
提
示
し
、
医
療
費
の
合
計
額
を
確

定
申
告
書
に
記
載
す
る
だ
け
で
よ
い

と
い
う
こ
と
が
出
来
な
く
な
り
ま
し

た
。
そ
こ
で
、
そ
の
医
療
費
控
除
の

明
細
書
【
内
訳
書
】
の
記
入
方
法
が

わ
か
ら
な
い
方
は
練
馬
西
青
色
申
告

会
へ
お
越
し
く
だ
さ
る
よ
う
お
願
い

致
し
ま
す
。 

 

な
お
、
医
療
費
の
領
収
書
は
医
療

費
控
除
の
明
細
書
【
内
訳
書
】
の
記

入
内
容
の
確
認
の
た
め
、
確
定
申
告

期
限
か
ら
５
年
間
税
務
署
か
ら
医
療

費
の
領
収
書
（
医
療
費
通
知
に
係
わ

る
も
の
を
除
き
ま
す
。）
の
提
示
又
は

提
出
を
求
め
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
、
領
収
書
は
ご
自
宅
等
で
保
管
す

る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。 

★
消
費
税
課
税
事
業
者
の
有
無
等 

 

令
和
元
年
分
の
課
税
売
上
高
が
一

千
万
円
を
超
え
て
い
る
方
は
、
令
和

三
年
分
の
確
定
申
告
で
課
税
売
上
高

が
一
千
万
円
以
下
で
あ
る
場
合
で
も

課
税
事
業
者
に
な
り
ま
す
の
で
令
和

二
年
分
、
元
年
分
、
平
成
三
十
年
分

の
決
算
書
・
所
得
税
の
確
定
申
告
書
・

消
費
税
の
確
定
申
告
書
を
必
ず
ご
持

参
く
だ
さ
い
。 

課
税
売
上
高
に
は
次
の
金
額
が
含

ま
れ
ま
す
。 

・
商
品
や
製
品
の
販
売
代
金 

・
請
負
工
事
代
金
、
サ
ー
ビ
ス
料
等 

・
貸
店
舗
や
貸
事
務
所
の
賃
貸
料 

・
業
務
に
使
用
し
て
い
る
建
物
、
車 

両
、
機
械
、
パ
ソ
コ
ン
な
ど
の
減
価
償 

却
資
産
の
売
却
代
金 

★
収
入
及
び
経
費
を 

集
計
す
る
場
合
の
注
意
点 

〔
一
般
課
税
を
選
択
し
て
い
る
方
〕 

課
税
売
上
の
金
額
及
び
各
経
費
の

金
額
を
、
標
準
税
率
十
％
、
軽
減
税

率
八
％
に
区
分
し
て
集
計
し
て
頂
く

よ
う
お
願
い
致
し
ま
す
。 

〔
簡
易
課
税
を
選
択
し
て
い
る
方
〕 

課
税
売
上
の
金
額
（
二
種
類
以
上

の
業
種
を
お
持
ち
の
方
は
そ
の
年
分

の
課
税
売
上
の
内
訳
を
そ
の
業
種
ご

と
に
区
分
し
た
金
額
）
を
、
標
準
税

率
十
％
、
軽
減
税
率
八
％
に
区
分
し

て
集
計
し
て
頂
く
よ
う
お
願
い
致
し

ま
す
。 

★
納
付
し
た
又
は
還
付
を
受
け
た 

消
費
税
の
処
理 

 

令
和
二
年
分
の
消
費
税
の
確
定
申

告
で
、
消
費
税
の
確
定
申
告
書
を
提

出
し
た
方
は
、
次
の
点
に
ご
注
意
く

だ
さ
い
。 

・
納
付
し
た
消
費
税
額
で
令
和
二
年 

に
未
払
金
処
理
を
し
て
い
な
い
場 

合
に
は
、
令
和
三
年
分
の
経
費
（
租 

税
公
課
）
と
な
り
ま
す
。 

・
還
付
を
受
け
た
消
費
税
額
で
令
和 

二
年
に
未
収
金
処
理
を
し
て
い
な 

い
場
合
に
は
令
和
三
年
分
の
収
益 

（
雑
収
入
）
と
な
り
ま
す
。 

納
付
し
た
又
は
還
付
を
受
け
た
消

費
税
額
の
記
帳
処
理
を
し
て
い
な
い

会
員
が
多
く
見
受
け
ら
れ
ま
す
の
で

ご
注
意
く
だ
さ
い
。 

★
会
計
ソ
フ
ト
の 

使
用
者
に
対
す
る
お
願
い 

 

ブ
ル
ー
リ
タ
ー
ン
Ａ
以
外
の
会
計

ソ
フ
ト
を
使
用
さ
れ
て
い
る
方
は
、

会
計
ソ
フ
ト
使
用
に
よ
る
決
算
書
の

作
成
時
間
を
迅
速
に
す
る
た
め
、
仕

訳
帳
、
現
金
出
納
帳
、
決
算
書
（
損

益
計
算
書
や
貸
借
対
照
表
の
こ
と
を

い
い
ま
す
。）
の
一
ペ
ー
ジ
か
ら
四
ペ

ー
ジ
ま
で
を
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
し
た

も
の
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。 

★
税
金
の
還
付
を
受
け
る
方 

 

還
付
さ
れ
る
税
金
の
振
込
先
が
わ

か
ら
な
い
方
が
多
い
た
め
、
銀
行
名
、

支
店
名
、
預
金
の
種
類
、
口
座
番
号

を
調
べ
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。 

★
事
務
局
か
ら
の
お
願
い 

 

決
算
相
談
時
間
は
、
会
員
一
人
当

た
り
六
十
分
ま
で
と
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
の
で
、
ご
理
解
の
ほ
ど
お
願
い
申
し

上
げ
ま
す
。 

集
計
す
る
場
合
の
注
意
点 

消
費
税
の
処
理 

 

使
用
者
に
対
す
る
お
願
い 

 

◇
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
で
ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
し
ま
し
ょ
う
◇ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3） 

令
和
三
年
十
月
十
一
日
（
月
）「
会
勢
拡
大

出
陣
式
・
役
員
研
修
会
」
を
練
馬
区
立
勤
労

福
祉
会
館
に
て
、
三
十
八
名
の
役
員
の
皆
様

に
ご
出
席
を
頂
き
開
催
致
し
ま
し
た
。 

物
故
者
に
対
す
る
黙
祷
、
山
田
副
会
長
の

開
会
あ
い
さ
つ
、
会
歌
斉
唱
に
続
き
、
梶
野

会
長
か
ら
本
年
も
コ
ロ
ナ
禍
の
中
、
開
催
で

き
た
こ
と
へ
の
感
謝
と
と
も
に
挨
拶
を
頂

き
ま
し
た
。 

続
い
て
ご
臨
席
賜
り
ま
し
た
、 

練
馬
西
税
務
署
副
署
長 

吉
見 

聡
司 

様 

練
馬
西
税
務
署
個
人
課
税
第
一
部
門 

 
 

統
括
国
税
調
査
官 

 

中
野 

義
則 

 

様 

練
馬
西
税
務
署
個
人
課
税
第
一
部
門 

 
 

上
席
国
税
調
査
官 

阿
南 

 

賢 

様 

ご
来
賓
の
方
か
ら
ご
挨
拶
を
頂
き
ま
し
た
。 

第
一
部
「
会
勢
拡
大
出
陣
式
」
で
は
「
チ

ー
ム
青
色
」
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
ご
尽
力
を

頂
い
て
い
る
藤
﨑
副
会
長
か
ら
「
会
員
状
況

に
つ
い
て
」
の
説
明
を
頂
き
、
山
路
副
会
長

か
ら
「
会
勢
拡
大
に
つ
い
て
」
ご
自
身
の
体

験
を
通
し
お
話
を
頂
き
ま
し
た
。
休
憩
後
、 

第
二
部 

「
適
格
請
求
書
等
保
存
方
式(

い
わ
ゆ 

 

る
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
）
の
概
要
」
と
題
し

て
吉
見
副
署
長
の
ご
講
演
を
頂
き
ま 

し
た
。 

 

受
け
た
イ
ン
ボ
イ
ス
の
保
存
等
が
必
要
に

な
り
ま
す
。 

令
和
五
年
十
月
一
日
か
ら
「
適
格
請
求
書

等
保
存
方
式
（
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
）
が
導
入

さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
適
格
請
求
書
発
行
事

業
者
（
登
録
事
業
者
）
の
み
が
適
格
請
求
書

（
イ
ン
ボ
イ
ス
）
を
交
付
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。 

【
適
格
請
求
書
発
行
事
業
者
の
登
録
申
請
】

（
令
和
五
年
十
月
一
日
か
ら
受
け
る
場
合
） 

・
令
和
三
年
十
月
一
日
～
令
和
五
年
三
月 

三
十
一
日
の
間
に
申
請 

【
登
録
申
請
手
続
方
法
】 

・
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ(

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
が
必
要)

 

・
郵
送
の
場
合
（
東
京
国
税
局
イ
ン
ボ
イ
ス

登
録
セ
ン
タ
ー
へ
送
付
） 

【
適
格
請
求
書
等
の
記
載
事
項
】 

➀
適
格
請
求
書
発
行
事
業
者
の
氏
名
又

は
名
称
及
び
登
録
番
号
②
取
引
年
月
日 

③
取
引
内
容
（
軽
減
税
率
の
対
象
品
目
で
あ

る
旨
）
④
税
率
ご
と
に
区
分
し
て
合
計
し
た

対
価
の
（
税
抜
き
又
は
税
込
み
）
及
び
適
用

税
率
⑤
税
率
ご
と
に
区
分
し
た
消
費
税
額

等
⑥
書
類
の
交
付
を
受
け
る
事
業
者
の
氏

名
又
は
名
称 

 

 

副署長講演の風景 

吉
見
副
署
長 

中
野
一
統 

梶
野
会
長
あ
い
さ
つ 

  

山
路
副
会
長 

藤
﨑
副
会
長 

 

昨
年
に
続
き
、
コ
ロ
ナ
禍
で
ご
参
加
頂
け

る
人
数
の
制
限
が
あ
る
中
で
の
開
催
と
な

り
ま
し
た
が
、
来
年
は
多
く
の
役
員
の
皆
様

に
ご
参
加
頂
け
る
こ
と
を
願
い
つ
つ
、
お
話

の
中
に
あ
り
ま
し
た
今
ま
で
も
こ
れ
か
ら

も
、
会
員
増
強
に
は
会
章
に
あ
る
「
き
ず
な

の
（
ユ
ニ
オ
ン
）
と
つ
な
が
り
の
（
ユ
ニ
ッ

ト
）
に
示
す
よ
う
に
」」
最
後
は
人
と
人
と
の

「
和
」
の
繋
が
り
に
あ
る
と
の
気
持
ち
で
、

秋
の
勧
奨
月
間
・
青
色
コ
ー
ナ
ー
に
取
り
組

ん
で
参
り
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

公
務
ご
多
忙
の
中
、
ご
講
演
の
ご
協
力
を

頂
き
ま
し
た
吉
見
副
署
長
は
じ
め
幹
部
の

皆
様
に
紙
面
を
お
借
り
し
て
感
謝
申
し
上

げ
ま
す
と
共
に
、
お
忙
し
い
な
か
ご
参
加
頂

き
ま
し
た
役
員
の
皆
様
に
感
謝
申
し
上
げ

ま
す
。 

 
 

 
 
 
 
 
 

(

事
務
局 

高
田)

 

 
[

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
と
は]

 

・
売
手
で
あ
る
登
録
事
業

者
は
、
買
い
手
で
あ
る
取

引
相
手
（
課
税
事
業
者
）
か

ら
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、

イ
ン
ボ
イ
ス
を
交
付
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。（
交

付
し
た
イ
ン
ボ
イ
ス
の
写

し
を
保
存
） 

・
買
手
は
仕
入
税
額
控
除

の
適
用
を
受
け
る
た
め

に
、
原
則
と
し
て
、
取
引

相
手
（
売
手
）
で
あ
る
登

録
事
業
者
か
ら
交
付
を



 

（4）

マル経融資のご案内 
～小規模事業者経営改善資金～ 

 

※融資限度額：２,０００万円 

※返済期間：運転資金 7 年以内 

※返済期間： 設備資金 10 年以内 
 

■利率：1.21％（2021 年 12 月 1 日現在） 

※担保・保証人不要（保証協会の保証も不要） 

※他に練馬区の利子補給 40％（3 年間） 

※利用できる方：従業員 20 名以下 

※1 年以上事業を行っている方 

※飲食業の設備資金も利用可能 
 

◇本融資は商工会議所の推薦で日本政策金融公 

庫より事業資金として貸し出されますが、審査 

の結果、ご希望の添えないことがあります。 
 

《窓口専門相談》 
 

本相談は、経営に関する相談に限定しております。 

会員・非会員の方問わず利用できます。 

 

【法律相談】毎月第 1 金曜日 

【法律相談】 午後 1 時～4 時（30 分単位） 

【法律相談】 相談員：弁護士 相談無料  
 

【税務相談】1 月～3 月 毎週火曜日 

【税務相談】 4 月～12 月 毎月第 2 火曜日 

【税務相談】 午後 1 時～4 時（30 分単位）  

【税務相談】 相談員：税理士 相談無料 
 

東京商工会議所練馬支部  

練馬区練馬 1-17-1 Coconeri 4Ｆ 

十
一
月
十
六
日
（
火
）
税
を
考
え
る
週

間
の
一
環
と
し
て
、
練
馬
西
税
務
署
職
員

に
よ
る
相
続
税
講
習
会
を
開
催
し
ま
し

た
。
講
師
に
は
、
練
馬
西
税
務
署
資
産
課

税
第
一
部
門
真
玉
遥
子
国
税
調
査
官
に
お

願
い
し
ま
し
た
。 

 
 
 

 

今
年
も
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
予
防
策
を
と

り
な
が
ら
の
開
催
で
し
た
が
、
講
師
の
笑

顔
の
よ
う
な
小
春
日
和
に
恵
ま
れ
、
欠
席

者
な
し
の
十
一
名
の
参
加
者
を
い
た
だ
き

ま
し
た
。 

始
め
に
、
司
会
者
か
ら
「
国
税
庁
の
取

組
と
し
て
税
を
考
え
る
週
間
で
の
さ
ま
ざ

ま
な
広
報
活
動
」
の
話
か
ら
始
ま
り
、
真

玉
調
査
官
に
バ
ト
ン
タ
ッ
チ
し
て
相
続
税

講
習
会
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。 

冒
頭
に
は
、
簡
単
な
自
己
紹
介
が
あ
り
、

相
続
税
は
ど
の
よ
う
な
場
合
に
か
か
る
の

か
？
基
本
的
な
基
礎
控
除
額
の
説
明
か
ら

始
ま
り
ま
し
た
。
続
い
て
、
特
例
の
種
類

に
つ
い
て
、
大
ま
か
に
は
被
相
続
人
等
の

居
住
の
用
に
供
さ
れ
て
い
た
宅
地
等
い
わ

ゆ
る

㎡ま
で

80
％減
額

と
い
わ
れ
て

い
る
も
の
と
、
被
相
続
人
等
の
事
業
の
用

に
供
さ
れ
て
い
た
宅
地
等
の
二
つ
に
分
か

れ
、「
事
例
①
同
居
親
族
が
い
る
ケ
ー
ス
」

「
事
例
②
同
居
親
族
が
い
な
い
ケ
ー
ス
」

「
事
例
③
被
相
続
人
が
老
人
ホ
ー
ム
に
入

居
し
て
い
る
ケ
ー
ス
」「
事
例
④
二
世
帯
住

宅
の
ケ
ー
ス
」「
事
例
⑤
自
宅
兼
店
舗
の
ケ

ー
ス
」
「
事
例
⑥
自
宅
兼
貸
店
舗
の
ケ
ー

ス
」
を
妻
が
相
続
し
た
ケ
ー
ス
、
同
居
の

子
が
相
続
し
た
ケ
ー
ス
、
別
居
の
子
が
相

続
し
た
ケ
ー
ス
、
別
居
の
子
の
場
合
、
持

家
が
あ
る
場
合
と
賃
貸
に
住
ん
で
い
る
場

合
の
ケ
ー
ス
を
分
か
り
や
す
い
資
料
を
も

と
に
説
明
を
い
た
だ
き
、
皆
さ
ん
真
剣
な

眼
差
し
で
受
講
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。 

結
局
、
別
居
の
相
続
人 

の
子
の
場
合
、
持
家
が 

あ
る
か
無
い
か
で
減
額 

が
で
き
る
か
ど
う
か
が 

決
ま
っ
て
し
ま
う
ケ
ー 

ス
。
区
分
所
有
登
記
を 

さ
れ
て
い
る
か
、
単
な

る
共
有
名
義
に
な
っ
て
い
る
か
で
、
減
額

が
で
き
る
か
ど
う
か
が
決
ま
っ
て
し
ま
う

ケ
ー
ス
等
々
、
と
て
も
為
に
な
る
お
話
し

を
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

終
わ
り
に
、
本
日
の
講
習
内
容
の
な
か

で
の
質
問
を
い
た
だ
き
、
皆
さ
ん
納
得
し

た
様
子
で
、
講
習
会
は
閉
会
さ
れ
ま
し
た
。 

こ
の
コ
ロ
ナ
禍
の
な
か
ご
出
席
く
だ
さ

い
ま
し
た
皆
さ
ま
、
公
務
ご
多
忙
の
な
か

講
師
を
快
く
お
引
き
受
け
い
た
だ
き
ま
し

た
真
玉
調
査
官
に
紙
面
を
お
借
り
し
て
感

謝
申
し
上
げ
ま
す
。 

今
後
と
も
お
世
話
に
な
り
ま
す
の
で
、

宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

髙
橋 

 
講習会風景 

資産課税第一部門 

真玉調査官 

第
三
回 

 

 

事 務 局 からのお知 らせ 

◎令和 3年 12月 29日（水）～令和 4年 1月４日（火） 

まで、年末年始の休業となります。 

なお、誠に勝手ながら 1月 29日第五土曜日は、お休み 

させていただきます。 
 

◎年末調整の手続きは、1月 11日（火）までにお越しいた 

だきますようお願いいたします。 
 

◎感染防止対策として相談等は全て予約制といたします。 

お手数ですが、お電話で予約の上お越しください。 


